
 
 
 
 
 

１．計画期間 令和 6 年 8 月 1 日～令和 9 年 7 月 31 日までの 3 年間                       

 

２．内容 

 

 

 

 

 

 

 

      

＜実施時期・取組内容＞ 

●令和 6 年 8 月～  平成 30 年 8 月に設置した育児休業等に関する社内相談窓口の 

担当者を中心に「男性の子育て目的休暇の取得」をより効果的 

に行うためのパンフレットの作成を開始する。 

(例) 

・育児休暇の取得実績のある男性社員へのニーズ調査を実施 

・２０代・３０代の男性社員への意識調査を実施 

・各調査結果をフィードバックしたパンフレットの検討 

●令和 7 年 ４月～  パンフレットを活用した社内周知を開始する。 

    

     

 

 

 

＜実施時期・取組内容＞ 

●令和 6 年 8 月～   育児休業を取得している社員に対して、能力開発及び向上 

            を目的とした研修制度を検討する。 

(例) 

・e-ラーニングシステムを活用した研修制度の検討 

・業務に関連する情報(業界動向など)の情報を提供 

●令和 7 年 ８月～  研修制度の運用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

           ※(参考)男性労働者の平均勤続年数は令和６年８月現在で「１０年」である 

 

＜実施時期・取組内容＞ 

●令和 6 年 ８月～  女性が働きやすい環境を醸成するため、「仕事と家庭の両立」を 

           支援する制度やハラスメント防止について複合的な内容を研修 

           できる制度を検討する。 

             (例) 

             ・既存のパンフレットやテキスト類を分かりやすく再構築 

            ・女性社員のキャリア形成とリンクした内容を追加 

●令和 7 年 ８月～  女性社員へのレビューとフィードバックにより内容を調整 

●令和 8 年 ４月～  研修制度の開始 

●令和 9 年 ４月～  さらなる環境醸成を目的に「キャリア形成支援」および「業務内容 

との適正診断」を実施できる制度の導入を検討する。 

             (例) 

             ・タレントマネジメントシステムの活用(第三者提供のサービス) 

 

 
 
 

策定日     令和 6 年 7 月 31 日 

株式会社オービット 

代表取締役 萩原 光子 

目標１：男性の子育て目的の休暇の取得を促進するため、「育児休業に関する 

社内制度」「産後パパ育休に関する社内制度」のパンフレットを作成 

して、制度の理解を深める。 

目標２：育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、 

育児休業を取得している労働者の能力開発及び向上のための情報提供 

を行う。 
 

目標 3：女性労働者の平均勤続年数を現在の「５年」から１年以上のばす。 

次世代育成支援対策推進法 第 12 条第１項又は第４項に基づき策定する行動計画 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第８条第１項又は第７項に基づき策定する行動計画 

株式会社オービット 一般事業主行動計画 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。 


